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四 

こ
の
事
件
の
調
査
に
当
つ
た
竹
内
勝

氏
は
、
三
浦
義
一
氏
を
取
り
調
べ
た
と
い
う
理
由
で
、
大
阪
特
審
局
に
転
勤
さ

せ
ら
れ
た
と
い
う
が
、
事
実
か
。
転
勤
は
い
か
な
る
理
由
に
基
く
か
。
又
そ
の
時
期
は
い
つ
か
。 

五 

三
浦
氏
は
、
日
発
副
総
裁
の
桜
井
氏
と
関
係
が
深
く
、
日
発
使
用
の
セ
メ
ン
ト
、
電
動
機
の
購
入
に
強
力
な
発
言
権
を 

三 

こ
の
事
件
に
つ
い
て
、
田
中
淸
玄
氏
は
、
日
発
か
ら
一
、
〇
九
三
万
円
を
電
源
防

対
策
費
と
し
て
も
ら
つ
た
と
い
つ

て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
を
調
査
し
た
か
。
調
査
の
結
果
は
ど
う
で
あ
つ
た
か
。 

一 

日
発
に
対
す
る
不
正
事
件
が
、
関
係
筋
か
ら
調
査
を
提
起
さ
れ
て
、
衆
議
院
の
考
査
委
員
会
が
調
査
を
開
始
さ
れ
た
と

伝
え
ら
れ
た
が
、
こ
の
こ
と
は
事
実
か
。
何
故
政
府
が
自
発
的
に
取
り
上
げ
な
い
で
、
関
係
筋
の
示
さ
に
基
か
ね
ば
な
ら

な
か
つ
た
の
か
。 

二 

こ
れ
は
、
国
民
の
大
き
な
疑
惑
を
呼
ん
だ
事
件
で
あ
る
か
ら
、
政
府
に
お
い
て
こ
の
事
件
の
真
相
を
発
表
さ
れ
た
い
。

関
係
筋
の
示
さ
は
真
実
性
が
な
か
つ
た
の
か
如
何
。 

日
発
の
不
正
事
件
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

、

、

三 

 



 

 

四 

有
す
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
桜
井
、
大
西
両
氏
の
辞
職
に
つ
い
て
三
浦
氏
が
口
入
れ
を
し
、
三
浦
氏
が
両
氏

の
辞
表
を
も
つ
て
後
任
総
裁
問
題
を
吉
田
首
相
と
交
渉
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
か
か
る
三
浦
氏
の
行
動
は
事
実
か
ど

う
か
。 

こ
の
事
件
に
、
三
浦
氏
は
な
ぜ
こ
ん
な
に
タ
ツ
チ
す
る
理
由
が
あ
る
の
か
。 

右
質
問
す
る
。 


